
経 理 規 程   
  

  
  

第 １ 章 総 則   
（⽬ 的）   
第 １ 条 こ の 規 程 は、  NPO 法 ⼈ MamaCan  （以 下 「当 法 ⼈」 と い う。） に お け る、 経 

理 処 理 に 関 す る 基 本 を 定 め た も の で あ り、 財 務 及 び 会 計 の す べ て の 状 況 を 正 
確 か つ 迅 速 に 把 握 し、 当 法 ⼈ の 健 全 か つ 能 率 的 な 運 営 を 図 る こ と を ⽬ 的 と す 
る。   

  
（適 ⽤ 範 囲）   
第 ２ 条 こ の 規 程 は、 当 法 ⼈ の 経 理 業 務 の す べ て に つ い て 適 ⽤ す る。   

  
（経 理 の 原 則）   
第 ３ 条 当 法 ⼈ の 経 理 は、 法 令、 定 款 及 び こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る ほ か、 ⼀ 般 

に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 特 定 ⾮ 営 利 活 動 法 ⼈ の 会 計 の 慣 ⾏ に 準 拠 し て 処 理 し 
な け れ ば な ら な い。   

  
（会 計 年 度）   
第 ４ 条 当 法 ⼈ の 会 計 年 度 は、 定 款 の 定 め に よ り、 毎 年 ４ ⽉ １ ⽇ か ら 翌 年 ３ ⽉ ３ １ 

⽇ ま で と す る。   
  
（区 分 経 理）   
第 ５ 条 当 法 ⼈ の 経 理 は、 特 定 ⾮ 営 利 活 動 促 進 法 第 ５ 条 第 ２ 項 に 基 づ き、 当 法 ⼈ の ⾏ 

う 特 定 ⾮ 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 係 る 経 理 と そ の 他 の 事 業 に 係 る 経 理 と を 区 分 
し て、 ⾏ う も の と す る。   

２ そ の 他 の 事 業 に 関 す る 会 計 は、 当 法 ⼈ の ⾏ う 特 定 ⾮ 営 利 活 動 に 係 る 事 業 に 
関 す る 会 計 か ら 区 分 し、 特 別 の 会 計 と し て 経 理 す る。   

   ３ 「⺠ 間 公 益 活 動 を 促 進 す る た め の 休 眠 預 ⾦ 等 に 係 る 資 ⾦ の 活 ⽤ に 関 す る 法 律   
（平 成   28  年 法 律 第   101  号）」 第  19  条 第 ２ 項 第 ３ 号 イ に 定 義 さ れ る ⺠ 間 公 益 活 動    
を ⾏ う 団 体 と し て 助 成 に よ り 提 供 を 受 け た 資 ⾦ の 使 途 に つ い て は、 そ の 助 成 に 
係 る 資 ⾦ 提 供 契 約 で 認 め ら れ た も の に 限 定 し、 区 分 経 理 を ⾏ う。   

  
（経 理 責 任 者）   
第 ６ 条 経 理 責 任 者 は、 管 理 部 ⻑ と す る。 た だ し、 経 理 責 任 者 に 事 故 が あ る と き ⼜ は 

経 理 責 任 者 が ⽋ け た と き は、 理 事 ⻑ が 経 理 責 任 者 の 職 務 代 ⾏ 者 を 指 名 す る こ 
と が で き る。   

２ 経 理 事 務 の 担 当 者 は、 経 理 責 任 者 の 指 ⽰ に 従っ て 経 理 事 務 を 処 理 す る も の 
と す る。   

  
（帳 票 書 類 の 保 存・ 処 分）   
第 ７ 条 経 理 に 関 す る 帳 簿、 伝 票 及 び 書 類 の 保 存 期 間 は 次 の と お り と す る。   

(1)財 務 諸 表 等 （収 ⽀ 決 算 書 を 含 む。） １ ０ 年   
(2)会 計 帳 簿 及 び 会 計 伝 票 ７ 年   
(3)証 憑 書 類 ７ 年   
(4)そ の 他 の 書 類 ５ 年   

２ 保 存 期 間 は、 会 計 年 度 終 了 の と き か ら 起 算 す る。   
３ 帳 簿 等 を 償 却 そ の 他 の 廃 棄 処 分 に 付 す る 場 合 は、 事 前 に 経 理 責 任 者 の 指 ⽰ 

⼜ は 承 認 に よっ て ⾏ う。   
  
第 ２ 章 勘 定 科 ⽬ 及 び 帳 簿 組 織   
（勘 定 科 ⽬ の 設 定）   
  



  
第 ８ 条 当 法 ⼈ の 会 計 に お い て は、 財 務 及 び 会 計 の す べ て の 状 況 を 正 確 か つ 迅 速 に 

把 握 す る た め 必 要 な 勘 定 科 ⽬ を 設 け る。   
２ 各 勘 定 科 ⽬ の 名 称 は、 別 に 定 め る 勘 定 科 ⽬ 表 に よ る。   

  
（会 計 処 理 の 原 則）   
第 ９ 条 会 計 処 理 を ⾏ う に あ たっ て は、 ⼀ 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 特 定 ⾮ 営 利 活 

動 法 ⼈ の 会 計 処 理 の 原 則 に 準 拠 し て ⾏ わ な け れ ば な ら な い。   
  
（会 計 帳 簿）   
第 １ ０ 条 会 計 帳 簿 は、 次 に 掲 げ る と お り と す る。   

(1)主 要 簿   
ア   仕 訳 帳 イ   総 勘 定 元 帳   

(2)補 助 簿   
ア   現 ⾦ 出 納 帳     イ   預 ⾦ 出 納 帳   
ウ   寄 付 ⾦ 台 帳   
エ   そ の 他 の 必 要 な 勘 定 補 助 簿   

  
（会 計 伝 票）   
第 １ １ 条 す べ て の 会 計 処 理 は、 会 計 伝 票 に よ り 処 理 し な け れ ば な ら な い。   

２ 会 計 伝 票 は、 証 憑 に 基 づ い て 作 成 し、 証 憑 は 会 計 記 録 と の 関 係 を 明 ら か に 
し て 整 理 保 存 す る も の と す る。   

３ 会 計 伝 票 に は、 勘 定 科 ⽬、 取 引 年 ⽉ ⽇、 数 量、 ⾦ 額、 相 ⼿ ⽅ 等 の 取 引 の 内 
容 を 簡 単 か つ 明 瞭 に 記 載 し な け れ ば な ら な い。   

  
（会 計 帳 簿 の 更 新）   
第 １ ２ 条 会 計 帳 簿 は、 原 則 と し て 会 計 年 度 ご と に 更 新 す る。   

  
第 ３ 章 収 ⽀ 予 算   
（収 ⽀ 予 算 の ⽬ 的）   
第 １ ３ 条 収 ⽀ 予 算 は、 各 会 計 年 度 の 事 業 活 動 を 明 確 な 計 数 で 表 ⽰ す る こ と に よ り 収 ⽀ 

の 合 理 的 規 制 を ⾏ い、 事 業 の 円 滑 適 正 な 運 営 を 図 る こ と を ⽬ 的 と す る。   
  
（収 ⽀ 予 算 の 作 成）   
第 １ ４ 条 収 ⽀ 予 算 は、 毎 事 業 年 度 ご と に 作 成 し、 理 事 会 の 議 決 を 得 て こ れ を 定 め る。   

  
（収 ⽀ 予 算 の 執 ⾏）   
第 １ ５ 条 各 事 業 年 度 に お け る 費 ⽤ の ⽀ 出 は、 収 ⽀ 予 算 に 基 づ い て ⾏ う も の と す る。   
２ 収 ⽀ 予 算 の 執 ⾏ 者 は、 理 事 ⻑ と す る。   

  
（⽀ 出 予 算 の 流 ⽤）   
第 １ ６ 条 予 算 の 執 ⾏ に あ た り、 定 め ら れ た ⽬ 的 以 外 に 使 ⽤、 ⼜ は 流 ⽤ し て は な ら な   

い。 た だ し、 理 事 ⻑ が 予 算 の 執 ⾏ 上 必 要 が あ る と 認 め た と き は、 そ の 限 り と し 
な い。   

  
第 ４ 章 ⾦ 銭   
（⾦ 銭 の 範 囲）   
第 １ ７ 条 こ の 規 程 に お い て ⾦ 銭 と は、 現 ⾦ 及 び 預 ⾦ を い う。   

２ 現 ⾦ と は、 通 貨、 ⼩ 切 ⼿、 郵 便 為 替 証 書、 振 替 預 ⾦ 証 書 及 び 官 公 署 の ⽀ 払 
通 知 書 を い う。   

３ ⼿ 形 及 び そ の 他 の 有 価 証 券 は、 ⾦ 銭 に 準 じ て 取 扱 う も の と す る。   
  



  
（会 計 責 任 者）   
第 １ ８ 条 ⾦ 銭 の 出 納 及 び 保 管 に つ い て は、 そ の 責 に 任 じ る 会 計 責 任 者 を 置 か な け れ 

ば な ら な い。   
   ２ 会 計 責 任 者 は、 経 理 責 任 者 が 任 命 す る。   
３ 会 計 責 任 者 は、 ⾦ 銭 の 保 管 及 び 出 納 事 務 を 取 扱 わ せ る た め、 会 計 事 務 の 担 

当 者 を 置 く こ と が で き る。   
  
（⾦ 銭 の 出 納）   
第 １ ９ 条 ⾦ 銭 の 出 納 は、 会 計 伝 票 に 基 づ い て ⾏ わ な け れ ば な ら な い。   

  
（⽀ 払 ⼿ 続）   
第 ２ ０ 条 会 計 事 務 の 担 当 者 が ⾦ 銭 を ⽀ 払 う 場 合 に は、 最 終 受 取 ⼈ か ら の 請 求 書 そ の 他 

取 引 を 証 す る 書 類 に 基 づ い て、 取 引 を 担 当 し た 部 署 か ら の 依 頼 に よ り、 会 計 
責 任 者 の 承 認 を 得 て ⾏ う も の と す る。   

２ ⾦ 銭 の ⽀ 払 い に つ い て は、 最 終 受 取 ⼈ の 領 収 証 を 受 け 取 ら な け れ ば な ら な   
い。 た だ し、 領 収 証 を 受 け 取 る こ と が で き な い 場 合 は、 そ の 他 の ⽀ 払 証 明 書 を 
もっ て こ れ に 代 え る こ と が で き る。   

３ 銀 ⾏ 振 込 の ⽅ 法 に よ り ⽀ 払 い を ⾏ う 場 合 は、 取 扱 ⾦ 融 機 関 の 振 込 ⾦ 受 取 書 
を もっ て ⽀ 払 先 の 領 収 証 に 代 え る こ と が で き る。   

  
（⽀ 払 期 ⽇）   
第 ２ １ 条 ⾦ 銭 の ⽀ 払 い は、 別 に 定 め る ⼀ 定 ⽇ に ⾏ う も の と す る。 た だ し、 や む を 得 

な い ⽀ 払 い に つ い て は こ の 限 り で な い。   
  
（⼿ 許 現 ⾦）   
第 ２ ２ 条 会 計 責 任 者 は、 ⽇々 の 現 ⾦ に よ る ⽀ 払 い に 充 て る た め、 ⼿ 許 現 ⾦ を 置 く こ 

と が で き る。   
２ ⼿ 許 現 ⾦ の 額 は、 通 常 の 所 要 額 を 勘 案 し て、 必 要 最 低 限 に と ど め る も の と 

す る。   
３ ⼩ ⼝ 現 ⾦ は、 不 ⾜ の 都 度 補 充 を ⾏ わ な け れ ば な ら な い。   
４ ⾦ 銭 の 出 納 に 係 る 責 任 者 は、 現 ⾦ に つ い て 毎 ⽇ の 現 ⾦ 出 納 終 了 後、 そ の 在 

⾼ と 帳 簿 残 ⾼ を 照 合 し な け れ ば な ら な い。   
  
（⾦ 銭 の 過 不 ⾜）   
第 ２ ３ 条 ⾦ 銭 に 過 不 ⾜ が ⽣ じ た と き は、 会 計 責 任 者 は 遅 滞 な く 経 理 責 任 者 に 報 告 

し、 そ の 処 置 に つ い て は、 経 理 責 任 者 の 指 ⽰ を 受 け な け れ ば な ら な い。   
  
第 ５ 章 財 務   
（⾦ 融 機 関 と の 取 引）   
第 ２ ４ 条 ⾦ 融 機 関 と の 預 ⾦ 取 引、 ⼿ 形 取 引 そ の 他 の 取 引 を 開 始 ⼜ は 終 了 す る 場 合 

は、 理 事 ⻑ の 承 認 を 得 て 経 理 責 任 者 が ⾏ う。   
２ ⾦ 融 機 関 と の 取 引 は、 理 事 ⻑ の 名 を もっ て ⾏ う。   

  
第 ６ 章 固 定 資 産   
（固 定 資 産 の 範 囲）   
第 ２ ５ 条 固 定 資 産 と は、 耐 ⽤ 年 数 １ 年 以 上 で、 か つ、 取 得 価 額 １ ０ 万 円 以 上 の 有 形 

固 定 資 産 お よ び そ の 他 の 資 産 と す る。   
  
（固 定 資 産 の 取 得 価 額）   
第 ２ ６ 条 固 定 資 産 の 取 得 価 額 は、 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 と す る。   

(1)購 ⼊ に 係 る も の は、 そ の 購 ⼊ 価 格 に 付 随 費 ⽤ を 加 算 し た 額   
  



  
(2)贈 与 に よ る も の は、 そ の と き の 適 正 な 評 価 額   

  
（固 定 資 産 の 購 ⼊）   
第 ２ ７ 条 固 定 資 産 の 購 ⼊ に 際 し て は、 決 裁 規 程 及 び 決 裁 機 関 ⼀ 覧 表 の 定 め に 従っ て 

決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い。   
  
（固 定 資 産 の 管 理）   
第 ２ ８ 条 固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は、 固 定 資 産 台 帳 を 設 け て、 そ の 保 全 状 況 お よ び 移 

動 に つ い て 記 録 し、 固 定 資 産 を 管 理 し な け れ ば な ら な い。   
２ 有 形 固 定 資 産 に 移 動 並 び に 毀 損 ⼜ は 減 失 が あっ た 場 合、 固 定 資 産 の 管 理 責 

任 者 は 経 理 責 任 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い。   
３ 固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は、 管 理 部 ⻑ が 任 命 す る。   

  
（固 定 資 産 の 登 記 及 び 付 保）   
第 ２ ９ 条 固 定 資 産 の う ち、 不 動 産 登 記 を 必 要 と す る 場 合 は 登 記 し、 損 害 の お そ れ の 

あ る 固 定 資 産 は、 適 正 額 の 損 害 保 険 を 付 さ な け れ ば な ら な い。   
  
（固 定 資 産 の 売 却）   
第 ３ ０ 条 固 定 資 産 を 売 却 す る と き は、 法 令、 定 款 及 び 内 部 規 程 に 規 定 さ れ た ⼿ 続 き 

を 経 て、 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い。   
  
（減 価 償 却）   
第 ３ １ 条 有 形 固 定 資 産 の う ち、 ⼟ 地 お よ び 建 設 仮 勘 定 を 除 き、 毎 会 計 年 度、 定 率 法   

（建 物 に つ い て は 定 額 法） に よ り 減 価 償 却 を 実 施 す る も の と す る。   
  
（現 物 の 照 合）   
第 ３ ２ 条 固 定 資 産 の 管 理 責 任 者 は、 常 に 良 好 な 状 態 に お い て 管 理 し、 各 会 計 年 度 １ 回 

以 上 は、 固 定 資 産 台 帳 と 現 物 を 照 合 し、 差 異 が あ る 場 合 は、 所 定 の ⼿ 続 き を 
経 て 帳 簿 の 整 備 を ⾏ わ な け れ ば な ら な い。   

  
第 ７ 章 決 算   
（決 算 の ⽬ 的）   
第 ３ ３ 条 決 算 は、 ⼀ 会 計 期 間 の 会 計 記 録 を 整 理 し、 財 務 及 び 会 計 の す べ て の 状 態 を 

明 ら か に す る こ と を ⽬ 的 と す る。   
  
（計 算 書 類 の 作 成）   
第 ３ ４ 条 経 理 責 任 者 は、 毎 会 計 年 度 終 了 後、 速 や か に、 次 の 計 算 書 類 の 案 を 作 成 

し、 理 事 ⻑ に 報 告 し な け れ ば な ら な い。   
(1)財 産 ⽬ 録   
(2)貸 借 対 照 表   
(3)活 動 計 算 書   

  
（計 算 書 類 の 確 定）   
第 ３ ５ 条 理 事 ⻑ は、 前 条 に 規 定 す る 計 算 書 類 を 作 成 し、 事 業 報 告 と と も に、 監 事 の 

監 査 を 受 け た 後、 総 会 の 議 決 を 経 て、 計 算 書 類 及 び 事 業 報 告 を 確 定 す る。   
  
（細 則）   
第 ３ ６ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か、 こ の 規 程 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は、 理 事 会 の 

決 議 に よ り 別 に 定 め る こ と が で き る。   
  
（改 廃）   
  



  
第 ３ ７ 条 こ の 規 程 の 改 廃 は、 理 事 会 の 決 議 に よ る。   

  
附 則   
こ の 規 則 は、 令 和 ２ 年 ６ ⽉ １ ⽇ か ら 施 ⾏ す る。 （令 和 ２ 年 ５ ⽉ 理 事 会 決 議）   
た だ し、 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 施 ⾏ は、 当 法 ⼈ が 「⺠ 間 公 益 活 動 を 促 進 す る た め の 休 眠 
預 ⾦ 等 に 係 る 資 ⾦ の 活 ⽤ に 関 す る 法 律 （平 成    28  年 法 律 第    101  号）」 第  19  条 第 ２ 項 第 ３ 号 
イ に 基 づ く ⺠ 間 公 益 活 動 を ⾏ う 団 体 に 選 定 さ れ る こ と を 条 件 と し、 資 ⾦ 提 供 契 約 の 締 結 を 
受 け た ⽇ か ら 施 ⾏ す る。   


